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平板で作成された三斜図からの一般的な解説です。

筆界には公図（公図（地引絵図更正図）に描かれた原始筆界、区画整理
図、耕地整理図、土地改良図に描かれた後発的原始筆界、地積測量図に
描かれた創設筆界があります。

筆界の種類によって復元方法は原則変わりませんが準拠点（基準にする
点）が違ってきます。

原始筆界は他の原始筆界点を準拠点（基準にする点）に、後発的原始筆
界は他の後発的原始筆界点を準拠点（基準にする点）にします。

創設筆界は創設筆界の基となった基準点、境界点、引照点を準拠点（基
準にする点）にして復元します、その時に同時に創設された創設筆界点
に設置された境界標を使うことは原則ありません。

その理由は、基となった点に対して境界標の設置誤差があり相対的に誤
差が大きいためです、しかし1枚の地積測量図等に描かれた筆界点に設置
されている境界標が座標変換に必要な数が確保出来ない場合は設置誤差
があることを承知で使います。

創設筆界の元となった点が一旦、亡失して復元されている場合がありま
す、このような時はその点を準拠点の対象点として扱うか否かは慎重に
判断する必要があります。

プログラムは



準拠点選択は変換HenkanV1.7、三斜→画地調整プログラムSan_kakuchiＶ1.4使用
しました。

2005年12月に作成、2009年6月にHenkanプログラム（Book）の変更により編集、
2014年6月に三斜→画地調整プログラム使用に伴い編集（根本的に作り直し）
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目的は平板で作成された境界を復元して世界測地系の座標に確定することで
す。

全体の注意点と計算の流れです、例としては簡単な例ですが結構ノウハウが詰
まっています。

特に、平板で測量された図面は座標値を正確に起こすかが鍵になります、ここ
では三斜→画地調整プログラムを使っています。

２０１４年の現時点ではこれに優る手法は未だ存在しないと思います。



一般的な測量、CADプログラムを使って座標値を作ります。
補助線を入れて交点を読み取ります。

細かい点はご自身の持っているCADプログラムの説明書をご覧下さい。
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任意の点，2点、ここでは９と１８を選んで、ｚ９とｚ１８を点間距離が地積測量図の
距離（6.00＋5.07＋4.95＝16.02間）と方位がほぼ同じになるように座標値を作る
。

この2点を準拠点にしてスキャナーで読み取った座標値（９～２０）をｚ９～ｚ２０に
変換する、これで縮尺を考慮した座標値が作られたことになる。

選ぶ２点は直線で距離が出来るだけ長い点を選ぶ、方位はこの時点ではほぼ
合っていればよい。
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間表示のまま変換した座標を展開したのが図である、距離が地積測量図と一致
しないのが判る、これが作図誤差でありCADの読みとり誤差になる。
この時点ではこの誤差はそのままにしておき、次の三斜→画地調整プログラム
で調整する。
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このプログラム（Book）の使い方は操作マニュアルがありますのでそちらを見て
下さい。

青のセルが入力する範囲です、左から座標値（点名、Ｘ、Ｙ）とＣＡＤで読み取っ
た値を貼り付けます，このときに点名を数値で入力して下さい、点名に数値以外
の文字を使っている場合は後で判るように数値を。

座標の標準偏差（計算重量）は作図誤差が０．３ｍｍ＊３００（縮尺が３００分の１）
＝０．０９０、スキャナーの読み誤差が同程度として０．０９０＊２≒０．２００とします
が、コピーの複写誤差を加味して０．３００としました。

辺長は地積測量図書かれている辺長（底辺を除く）を始点名、終点名、記載距
離と入力します、標準偏差（計算重量）は記載距離の最小単位０．０１と入れま
す。

面積は三角形の底辺点名、底辺点名、高さの点名と入力し底辺距離、高さと入
力します、（計算重量）は三角形の整合性で確認すると０．００９８ですが、三角
形２０－１１－１０で高さが０．０３、三角形１９－１６－１５で高さが０．０４違ってき
ます（後で判ったこと）ので０．０５としました。

一旦，初期データを保存します、これは標準偏差（計算重量）を変えて再計算
する場合に備えておくものです。

１回目計算を実行し、偏差に異常が無いことを確認して２回目計算を実行すれ
ばオレンジのセルに結果が出ます。
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標準偏差（計算重量）が小さいほど重量が大きいとして計算します。

辺長の標準偏差（計算重量）を小さくしてあるので辺長の結果は地積測量図の
値に近くなります。

地積測量図の中には辺長をcm単位、底辺、高さをmm単位で書いてあるものも
ありますのでこの場合はこの例とは逆の値になります。

次の図で点２０－１１、２０－１３、２０－１４、１８－１６は斜辺、底辺、高さから逆算
して計算できますが原則は逆算値は使わないことです。

実際に計算して見ればその違いがわかります。

ここで計算された座標値は現地に対して伸縮とか歪みを持っていますのでここ
ではあくまでも地積測量図を座標化したにすぎません。
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地積測量図が間表示なのでそのまま座標化する、このことによって数値の間違
い等が発見しやすいし、訂正もしやすい。
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地積測量図と三斜→画地調整プログラムからの計算値を比較すれば高さの◯
文字の2ヶ所、地積測量図が４．１８で計算値が４．１５と０．０３の差、地積測量図
が４．０３で計算値が３．９１と０．０４の差である。

ほかに０．０１の差のヶ所があるがこれは計算誤差と見ればこの２ヶ所だけでほか
の辺長、底辺は一致している。

したがって，考えられることは辺長、底辺は現地で実測された値であると言える、
高さは辺長、底辺からヘロンの法則で計算されたと言える。

このようなことが判るのは三斜→画地調整プログラムがあればこそである。

一般的に平板図は廻り間辺長を実測、底辺は実測又は図上読み取り、高さは
辺長、底辺からヘロンの公式で求めるか図上読み取りなのでこの順番に精度が
悪くなる。

このことを前提にこの結果で良いか判断する、これで不充分であれば三斜→画
地調整プログラムのところで「初期値復帰」させ、標準偏差（計算重量）を変えて
再度計算してみる。

納得がいくまでに数回の計算をする必要があるかもしれないが少ない時間で間
に合う、これを電卓で計算すれば途方もない時間がかかってしまう、プログラム（
Book）を持たない方はこのような計算はできない、三斜→画地調整プログラムで
なく単に交計算、ＣＡＤ読み取りで計算した座標値で作成された座標値で計算
された復元値には信頼性がない。
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地積測量図の座標値化が終わったら，間表示の座標値をメートルに変換する。

ヘルマートの変換プログラム（Book）の図面値、実測値の両方の欄に座標化し
たデータ（９～２０）を貼付，全部を準拠点（基準にする点）として伸縮１．８１８１８
２倍すればメートルに変換される。

プログラムによってはヘルマートの変換プログラムに伸縮機能が無いと出来ない
し、伸縮を面の伸縮で求めているプログラムでは１．８１８１８２の二乗倍を指定す
る・・・・このような機能があれば。
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地積測量図に書かれた創設筆界の復元ですからその時の基準になった点（赤
丸）を使って復元するのが原則です、しかも当時（昭和４０年）頃から境界標又は
それに相当する工作物が必要です。

ここではブロックの角、石杭の境界標を境として測っているようです。地積測量
図と比較して北西側の線が違っています、現況では何点か省略されています。

測点の履歴を調査して地積測量図作成時からの不動点を探し出すことが重要
です。現況、聞き取りから図面が作られた当時と変わらない境界点を確認します
。

特に図面作成以後に復元された点には注意してください、ただし最小二乗法に
よって境界復元されたと判断できる場合は準拠点として採用できます。

赤丸点Ｇ１６、Ｇ１７、G18点にはプレートが埋設されており最近復元された点の
ようですから準拠点の対象とする場合は注意が必要です、ここではブロック角に
プレートが設置されていたと言った場合は対象点として採用します。

ここでは当時基準にしてあった赤丸点のうち現存するのはＧ９、Ｇ１０の２点だけ
です、平板図では図の歪みの有無を確認する必要がありますので準拠点（基準
にする点）として４点以上必要です。

そこで当時からのブロック角の創設点Ｇ１２、Ｇ１５、Ｇ１９、Ｇ２０を含んで準拠点
対象点として考えます。

また、Ｇ１６、Ｇ１７、Ｇ１８は準拠点（基準にする点）して使えるかどうかを計算結
果から判断します、この場合の判断基準は以前からあった点の位置誤差と復元
した点の位置誤差を比較して 復元した点の位置誤差＜以前からあった点の位
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置誤差の標準偏差＊３．０５ の関係、ワンランク上の精度であることが求められます（点
判定で確認できます）。

Ｇ１７－１、Ｇ１８－１～－３は筆界点に無いので省きます。
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地積測量図が作成された時点から存在する境界標等を基準にして図面との間
に歪みがないか確認します。

ここでは，準拠点欄に○のついた点８Ｇ９，Ｇ１０１，Ｇ１２，Ｇ１５，Ｇ１９．Ｇ２０を
使って確認します、このときのＡＩＣが６７です。

この状態で「準拠点をアフィンＡＩＣへ」を実行すると次のスライドに行きます．
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アフィンシートでＡＩＣを確認しますと５８です、AICの値は数値の小さい方法が
優位とされます、アフィンのAICが小さいのでアフィン変換が優位と判断します、
つまりこの図面には歪みがあると言うことです。

歪みには図形が潰れた形と縦と横の伸縮が異なる歪もの二つがあります、これ
がどちらか伸縮X,Yと回転角X,Yで確認出来ます。
本例の場合はX軸とY軸の角度の合計が８９－３０－３４秒でX軸とY軸が直交し
ていない。伸縮率もX軸０．８９２、Y軸１．００９とことなる、これらのことからの図に
両方の歪みがあるといえます。

ともあれ、この図面では歪みが大きいように思います。
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Ｇ１６、Ｇ１７、Ｇ１８は準拠点（基準にする点）として使えるかどうかを計算結果か
ら判断します、この場合の判断基準は以前からあった点の位置誤差と復元した
点の位置誤差を比較して 復元した点の位置誤差＜以前からあった点の位置
誤差の標準偏差＊３．０５ の関係、ワンランク上の精度であることが求められま
す（点判定で確認できます）。

Ｇ１６、Ｇ１７、Ｇ１８を準拠点（基準にする点）から外して，他の点、既設のブロッ
ク角、境界標で準拠点（基準にする点）をした結果の標準偏差＊３．０５を求め，
Ｇ１６、Ｇ１７、Ｇ１８のベクトル値がそれ以下であれば使えると判断します。

あくまでも対象処点が少ないときの救済手段で通常はこのようなことはしません。

標準偏差の3.05倍＝0.122よりＧ１６、Ｇ１７、Ｇ１８のベクトル値が大きいので使え
ないと判断します。しかしＧ１６は０．１４２で微妙な数値であります（前回の回答
ではＧ１６を準拠点（基準にする点）に入れていた）。
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座標変換の特徴の一つに、復元される点から見た時に復元値が準拠点（基準
にする点）の集中している方向に計算されるとこがあげられます，これを解消す
るには準拠点（基準にする点）の配点バランスに注意する必要があります。

今回の場合、Ｇ１６、Ｇ１７、Ｇ１８の内，Ｇ１６を準拠点（基準にする点）に含むか
含まないか迷います、準拠点（基準にする点）バランスに問題が無ければ含まな
いでも良いですがバランスが悪い場合は含んで計算します。

配点シートを使って確認します，準拠点（基準にする点）チャートの数値が５０以
上であれば改善の必要が出てきます、Ｇ１７、Ｇ１８の復元値の平均値を入力し
てデータを取り込み判断します，ここでは北、北東方向が５０ですから改善の必
要性があります、この場合北のＧ１０と北東のＧ９を準拠点（基準にする点）から
外す方法と逆の方向にあるＧ１６を加える方法があります、前者では準拠点（基
準にする点）数が少なくなりすぎますので後者の方法（Ｇ１６を加える方法）を取
ります。
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G16を追加したときの配点バランスがこの図です、５０あった数値が４３に改善さ
れていますので取りあえずこれで「良し」とします。

但し、この時点ではＧ１６は準拠点対象点に含まれたにすぎません。

この後、準拠点選択を経て判断していきます。
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ｔ異常値検定で準拠点対象点に異常な点が含まれていないか確認します。これ
がｔ検定の結果です、問題はありません。

右上の図はｔ検定の結果です、説明は操作マニュアル等を参考にして下さい。

結論として異常点が無いので赤枠の中が復元値になります。

ここでは二変量の標準偏差または二変量の平均二乗誤差（国土調査法別表４と
同じ計算式で計算されています）を確認下さい。二変量の標準偏差０．０４５に
関してはこの後の判断指標になってきます。
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これまでの結果をベクトル図にして次のことを確認します。（Henkanプログラム（
Book）内にベクトル作成機能が有りますのでベクトル図を画いて確認します）
① 準拠点のベクトル線（青）の方向が全方向に向かってランダムになっている
か。

② 準拠点が一部分に集中していないか。

③ 格別に大きなベクトルが存在しないか・・・等です。

後は、異常とされたベクトル線の方向が何らかの意図を持った方向を示してい
ないかも確認します。

ベクトル線は実測点から矢印の方向と距離に復元点があることを示しています
のでＧ１７とＧ１８、両方とも復元点（プレート）ですから周囲に遠慮して境界を復
元しているようです。

必ず，Ｇ１７、Ｇ１８の復元点の位置を掘って境界標の残骸やそれに相当する工
作物の跡がないか確認することが重要です。
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ほぼ地積測量図と同じ状態に復元されることが判ります。

この地積測量図の平均二乗誤差は０．０６４（標準偏差０．０４５）で国土調査法
別表４の甲１程度（甲１の平均二乗誤差は０．０６０）の精度は本来あったと考えら
れます。

誤差の限度を一般的には３倍標準偏差、確率９９．７％を限度として用います。
この倍率は一変量の倍率であり境界の場合は二変量の位置誤差で考えますの
で二変量の倍率を使います。確率９９．７％は同じとしてその場合の二変量の倍
率は３．４倍になります。

このデータでは０．０４５×３．４＝０．１５３となり、実測した境界点から復元計算
値のベクトル量は０．１５３以下にあると判断します。すなわち０．１５３を超える数
値が出た場合に異常と判断されます、その異常であるという判断の誤りは１０００
回に３回はあるかもしれないという確率です。
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以下は制度論、法律論を加味しながら技術的に判断すればという条件です。

本例は創設筆界の復元になりますので、地積測量図が作成された時に基となっ
た点の精度（標準偏差）を確認します。

その当時基準にしてあった赤丸点のうち現存するのはＧ９、Ｇ１０の２点だけで、
これですと標準偏差の計算が出来ませんので当時からのブロック角の創設点Ｇ
１２、Ｇ１５、Ｇ１９、Ｇ２０も同程度の測量誤差として標準偏差を計算して見ると０．
０４０となります。

本来は地積測量図が作成された時の基となった点の精度（標準偏差）を確認し
たいわけですからこの時の基点が４点以上あるのが理想です、原始筆界や後発
的原始筆界の場合は範囲を広げれば点数を確保出来るのですが地積測量図
の場合は点数に制限がありますので必要な点数を確保出来ないこともあります
、図が歪んでいなければ３点以上，歪んでいれば４点以上必要です。

現在この点を実測したときの測量精度、この土地を測量した貴方自身の標準偏
差をおおよそ０．００５ｍとします。

地積測量図作成時の測量精度（標準偏差）は √（０．０４０^2－０．００５^2）＝０．
０３９７≒０．０４０となり、現在の測量精度は無視出来ます。
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経年変化がないとして当時基点となった境界標はそのまま筆界になります、Ｇ９
、Ｇ１０の２点は実測値がそのまま筆界になります。

既存の創設点Ｇ１２、Ｇ１５、Ｇ１９、Ｇ２０は誤差０．０４０（標準偏差）の値を持って
いますのでその二変量確率３．４倍標準偏差（確率９９．７％）を採用して、０．０４
０＊３．４＝０．１３６で個々の現況点と復元点との距離が０．１３６以内であって、
所有者間に認識のズレが無ければ、あるいはズレがあっても根拠が示されなけ
れば現状の境界標をそのまま筆界と認定出来ます。但し図面上直線で境界標
が直線に無い場合等は調整をした上で復元点を決定することになります。

次に当時からの境界標等がない、あっても準拠点選択で異常とされた点、その
後復元された点で０．１３６を超えている場合は計算値が筆界となる。

このときに計算値を現地に復元し、０．１３６の範囲の中に当時の工作物が埋も
れていないか等の確認はすることが重要です。

その範囲を掘ったら境界標が出てきたとか当時の塀の基礎が出てきたなど言う
ことがないように確認します。

別の土地家屋調査士、測量業者が既に復元してあった点（Ｇ１６，Ｇ１７，Ｇ１８）
の取り扱い

事例ではＧ１７、Ｇ１８の扱いですが確率から言って０．１３６を超えることはありま
せんので計算値の位置を筆界とすることになります、ただしＧ１７は西側隣地と
の関係なので西側隣地にこの点の位置が誤りであることの証明があれば修正を
せざるを得ません。Ｇ１８は分割点で南側の土地より先に創設された点になり計
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算値を筆界とします。

筆界は先に形成されたほうが基点になります。

という手順で筆界が確定します。
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